
更新日

　●透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算

　●集団コミュニケーション療法料

　●輸血管理料Ⅱ 　●輸血適正使用加算

　●検体検査管理加算（Ⅰ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●がん性疼痛緩和指導管理料　●がん性疼痛緩和指導管理料
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　感染防止対策，医療安全管理体制，褥瘡対策，栄養管理体制，意思決定支援及び身体拘束最小化に

　　※当院では、個室の室料差額及び消費税はございません。

　（連携医療機関 ： 弘前大学医学部附属病院 ・ つがる総合病院 ・ 青森県立中央病院）

　●廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ）

人工関節置換術　※手術症例数　（期間 令和5年1月～令和5年12月）

手　術　名 手　術　名

尿道上裂形成手術

　●腎代替療法指導管理料

　●看護配置加算　（1日につき） 　●重症者等療養環境特別加算（1日につき）

　●看護補助加算1　（1日につき） 　●入院時食事療養 （Ⅰ）

◎特掲診療料の施設基準

手　術　名

0

0
尿道形成手術 （経尿道的手術を除く）

同種死体腎移植術等　※手術症例数　（期間 令和5年1年1月～令和5年12月）
(医科点数表第2章第10部手術通則第4号に掲げる手術にも該当)

膀胱悪性腫瘍手術
2・エ

尿道下裂形成手術 経皮的尿路結石除去術
陰茎形成術 経皮的腎盂腫瘍切除術
前立腺悪性腫瘍手術 膀胱単純摘除術

人工関節置換術

手　術　名

3・キ 同種死体腎移植術等 
 （移植用腎採取術（生体）、腹腔鏡下移植用腎採取術（生体）、
　同種死体腎移植術及び生体腎移植術）

腹腔鏡下腎部分切除術等　※手術症例数　（期間 令和5年1月～令和5年12月）
手　術　名 手　術　名

4
腹腔鏡下腎部分切除術 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術
腹腔鏡下移植用腎採取術（生体）

手　術　名

　関わる体制を整備し基準を満たしております。）

尿道形成手術等　※手術症例数　（期間 令和5年1月～令和5年12月）

　●下肢末梢動脈疾患指導管理加算

　●データ提出加算２ 　●診療録管理体制加算３

　●脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）

　●運動器リハビリテーション料（Ⅱ）

　●コンピューター断層撮影（CT撮影）16列以上64列未満のマルチスライス型の機器

　●体外衝撃波腎・尿管結石破砕術   ●同種死体腎移植術   ●生体腎移植術

●医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術

　●呼吸器リハビリテーション料（Ⅱ）

　●慢性維持透析を行った場合 1 　●導入期加算 2

　許可病床数　109床　（1病棟49床　2病棟60床）

◎基本診療料の施設基準

　診療計画を策定し、７日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内

◎診療報酬算定に係る承認事項

令和 6年10月1日

◎取り扱い保険等及び各種法令等に基づく指定状況

　保険医療機関・健康保険・国民健康保険・その他各種保険及び各種公費

　労災保険指定病院・生活保護指定病院

　身体障害者福祉法第15条指定医（腎・膀胱）

　●地域一般入院基本料3　（1日につき）

（入院診療計画については、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者様に関する



更新日

　　・朝8時30分～夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は10人以内です。

令和 6年10月1日

◎入院基本料に関する事項

　●当院は、厚生労働大臣が定める基準を満たしている保険医療機関です。

　当院は同基準のうち「地域一般入院基本料3入院基本料・看護配置加算・看護補助加算1」

　の承認を東北厚生局青森事務所より受けています。

　●1病棟では、1日に10人以上の看護職員(看護師及び準看護師)が勤務しています。

　　なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

　　・朝8時30分～夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は13人以内です。

　　・夕方17時～朝8時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は17人以内です。

　●2病棟では、1日に12人以上の看護職員(看護師及び準看護師)が勤務しています。

　　なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

　　・夕方17時～朝8時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は20人以内です。

   　なりますので病棟看護師にお申し出下さい。

◎入院にあたり

保

険

証

等

　●毎月月初めに必ず医事課窓口へお見せ下さい。

　　お見せ頂けない時は、私費扱いになる事があります。

　●公費医療費等の受給者証等が発行されました時も、忘れず医事課窓口へお見せ下さい。

　●保険証等の更新、変更等があった場合は、必ずその保険証等を医事課窓口へ

　　お見せ下さい。

　●当院では、患者さんの病状等により付き添いをご希望される場合、医師の許可が必要と

入

院

料

金

　●入院料金は毎月1回、月〆の請求書を、翌月の15日頃にお渡し致しますので、

　　医事課窓口でお支払下さい。

　●外泊時の薬の紛失については、原則として患者様の全額負担となることが

　　ありますので、ご了承下さい。

入

院

保
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書

　●新しく入院された方は、1週間以内に、医事課窓口へ提出して下さい。

　●保証人については、成年者で支払い能力のある身元確実な方にお願い致します。

　　（年金受給者でも可）

　●印鑑は、必ず押して下さい。

面会

時間
　●平日　13:00～19:00　●土・日・祝日　13:00～17:00

消灯

時間
　●21:00

　※医療費、その他のご相談がございましたら、医事課またはケースワーカーへお申し出下さい。



更新日

  　住民税非課税世帯の方   230円/1食

令和 6年10月1日

◎入院時食事療養（Ⅰ）

　　入院時食事療養(Ⅰ)を算定すべき食事療養の基準に係る届出を行っております。

　　当院は、入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって

　　管理された食事を適時（夕食については午後6時以降）、適温で提供しております。

◎入院時食事療養（Ⅰ）670円/1食　◎流動食を提供した場合605円/1食　◎特別食加算76円/1食

　●入院時食事療養費の標準負担額（患者負担額）

　　 一般の方   490円/1食

  　難病及び小児慢性疾患   280円/1食

　　●当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、

  　住民税非課税世帯の方で過去1年間の
  180円/1食

  　入院日数が90日を超えている場合

  　住民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準

  110円/1食　　に満たない70才以上の高齢受給者

　　（65歳～69歳の後期高齢者医療被保険者の方）

　　※特別食加算（厚生労働大臣が定める特別食）

　　疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び

　　内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食等を提供した場合。

　　（単なる流動食及び軟食を除く）

◎「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

　　含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

　　領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行する

　　ことと致しました。

　　　また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で

　　発行することと致しました。

　　　なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので

　　その点を御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行も


